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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡スコープの挿入部長手方向に沿って配置される複数の第１コイルと、
　第２コイルを備える外部装置と、
　前記第１コイルまたは前記第２コイルの一方のコイルで発生される磁場を他方のコイル
で検知し、前記一方のコイルの３次元的な位置情報を検出する位置情報検出手段と、
　前記位置情報に基づき前記挿入部の形状を示す３次元画像を生成し表示する３次元画像
生成表示手段と、
　前記磁場により前記外部装置に対する３次元的な位置が検出可能な２つのマーカー用コ
イルと、
　前記マーカー用コイルを患者に装着するマーカー装着手段と、
　前記マーカー用コイルの位置から患者の肛門の位置を特定する肛門位置特定手段と、
を備えることを特徴とする内視鏡形状把握システム。
【請求項２】
　内視鏡スコープの挿入部長手方向に沿って配置される複数の第１コイルと、
　第２コイルを備える外部装置と、
　前記第１コイルまたは前記第２コイルの一方のコイルで発生される磁場を他方のコイル
で検知し、前記一方のコイルの３次元的な位置情報を検出する位置情報検出手段と、
　前記位置情報に基づき前記挿入部の形状を示す３次元画像を生成し表示する３次元画像
生成表示手段と、
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前記磁場により前記外部装置に対する３次元的な位置が検出可能なマーカー用コイルと、
　患者の肛門以外の位置に取り付けられた複数のマーカー用コイルから肛門位置を特定す
る肛門位置特定手段と、
を備える内視鏡形状把握システム。
【請求項３】
　前記３次元画像生成表示手段が、前記肛門の位置に基づき前記患者の体内に挿入されて
いる部分の３次元画像のみを表示することを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡
形状把握システム。
【請求項４】
　前記マーカー用コイルの位置情報から前記患者の姿勢変化を検出し、前記３次元画像の
向きを補正する３次元画像補正手段を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の
内視鏡形状把握システム。
【請求項５】
　前記マーカー装着手段がベルト部材であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡形
状把握システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、内視鏡挿入部の形状を把握するために挿入部の位置を検出しその形状を表示
する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡を用いた施術において、体内に挿入した挿入部の位置や形状を把握するシステム
が知られている。例えば、下部消化器内視鏡では、内視鏡挿入部の長手方向に沿って複数
のソースコイルを配置するとともに、ソースコイルで発生される磁場をセンスコイルで検
出してソースコイルの３次元位置情報を取得し、内視鏡挿入部の３次元グラフィックスを
生成する内視鏡形状検出装置が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－０８１３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の内視鏡形状検出装置では、患者の肛門付近と左右の脇腹とにマーカーとし
てソースコイルをそれぞれ取り付け、検出された肛門の位置から挿入部のうち、実際に体
内に挿入されている部分のみをグラフィック表示し、３つのマーカーの位置から患者の体
の向き特定し、グラフィックス表示を画像変換して常に見やすい視点で内視鏡挿入部の形
状を把握できるようにしている。しかし同構成では、内視鏡の挿入位置である肛門の位置
と体の向きを特定するために少なくとも３個のマーカー（センサ）が必要であり、特に肛
門近くへのセンサの取り付けは、必ずしも安定しておらず施術中に外れる恐れもある。
　本開示は、内視鏡形状把握システムにおいて、患者の肛門の位置および体の向きを簡便
に特定できるようにすることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の内視鏡形状把握システムは、内視鏡スコープの挿入部長手方向に沿って配置さ
れる複数の第１コイルと、第２コイルを備える外部装置と、第１コイルまたは第２コイル
の一方のコイルで発生される磁場を他方のコイルで検知し、一方のコイルの３次元的な位
置情報を検出する位置情報検出手段と、位置情報に基づき挿入部の形状を示す３次元画像
を生成し表示する３次元画像生成表示手段と、磁場により外部装置に対する３次元的な位
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置が検出可能な２つのマーカー用コイルと、マーカー用コイルを患者に装着するマーカー
装着手段と、マーカー用コイルの位置から患者の肛門の位置を特定する肛門位置特定手段
とを備えることを特徴としている。
【０００６】
　３次元画像生成表示手段は、肛門の位置に基づき患者の体内に挿入されている部分の３
次元画像のみを表示する。内視鏡形状把握システムは、マーカー用コイルの位置情報から
患者の姿勢変化を検出し、３次元画像の向きを補正する３次元画像補正手段を更に備える
。マーカー用コイルは、例えばベルト部材に取り付けられる。
　本開示の内視鏡装置は、上記の内視鏡形状把握システムが搭載されたことを特徴として
いる。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示によれば、内視鏡形状把握システムにおいて、患者の肛門の位置および体の向き
を簡便に特定できるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本開示の一実施形態である内視鏡形状把握システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】磁場発生装置が適正位置に配置されて施術が行われるときの患者Ｐと磁場発生装
置の位置関係を示す模式図である。
【図３】本実施形態のマーカー用コイルの患者への取り付け状態を示す図である。
【図４】患者の体内にある挿入部のみを表示したモニタに表示の模式図である。
【図５】マーカー用コイルを取り付ける装着具の変形例である。
【図６】挿入部１６の３次元画像の向きの補正処理の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本開示の実施の形態を、図面を参照して説明する。図１は、本開示の一実施形態
である内視鏡形状把握システムの構成を示すブロック図である。
【００１０】
　本実施形態の内視鏡形状把握システム１０は、電子内視鏡装置１１とこれに接続される
３次元位置測定装置１２とから構成される。電子内視鏡装置１１は、例えば下部消化器内
視鏡であり、電子スコープ本体１３と、電子スコープ本体１３からの画像信号を処理する
プロセッサ装置１４と、プロセッサ装置１４で処理された画像を表示するモニタ装置１５
とを備える。なお、本実施形態のプロセッサ装置１４は、内視鏡観察の照明に用いられる
光源（不図示）も備える。
【００１１】
　電子スコープ本体１３は、体内に挿入される挿入部１６と、挿入部１６の基端側が接続
される操作部１７と、ユニバーサルコードを介して操作部１７を電気的、光学的にプロセ
ッサ装置１４へと接続するコネクタ部１８を備える。挿入部１６は可撓管からなり、その
先端には撮像素子１９が配置される。挿入部１６の先端からは、ライトガイド（不図示）
を介してプロセッサ装置１４の光源からの光が伝送され、照明光として照射される。撮像
素子１９で撮影された画像は、プロセッサ装置１４で所定の信号処理が施された後、モニ
タ装置１５に出力され内視鏡画像として表示される。
【００１２】
　また挿入部１６の先端部近傍には所定の長さに亘り、操作部１７に設けられた操作レバ
ーあるいは操作ノブ（不図示）の操作により湾曲可能な湾曲部が設けられる。施術者はモ
ニタ装置１５の内視鏡画像を見ながら操作部１７の操作レバーを操作して挿入部１６の先
端を様々な方向に向けることができる。
【００１３】
　本実施形態の３次元位置測定装置１２は磁場式の位置測定装置であり、挿入部１６には
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、３次元位置測定装置１２の一部をなす第１コイル２０がその長手方向に沿って複数配置
される。また、本実施形態の３次元位置測定装置１２は、患者の所定箇所に取り付けられ
る２つのマーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂを備える（後述）。３次元位置測定装置１２は
、コイル２０、２６Ａ、２６Ｂの他、コイル２０、２６Ａ、２６Ｂの各々からの信号を受
信する信号処理部２２と、信号処理部２２に接続され、同装置からの制御信号に基づき、
第２コイル（不図示）により磁場（例えば、位置に固有な磁場）を発生させる磁場発生装
置（外部装置）２３と、第１コイル２０の信号に基づいて挿入部１６の３次元的な形状を
グラフィック表示するモニタ２４とを備える。
【００１４】
　コイル２０、２６Ａ、２６Ｂは、例えば鉄心周りにコイルを巻いたものであり、コイル
２０、２６Ａ、２６Ｂの各々の磁場発生装置２３に対する３次元的な位置は、磁場発生装
置２３で生成される磁場の歪みと、同磁場内に配置されるコイル２０、２６Ａ、２６Ｂの
信号に基づき信号処理部２２において計算される。一例として、信号処理部２２は、コイ
ル２０、コイル２６Ａ、およびコイル２６Ｂの磁場発生装置２３に対する位置情報（電流
値）を受信し、当該磁場発生装置２３に対する各コイルの空間位置座標、および磁場発生
装置２３に対する傾きを示すオイラー角を算出する。信号処理部２２は、この計算結果に
基づき所定の視点から見た挿入部１６の３次元画像を生成し、モニタ２４に出力する。な
お、第１コイル２０からの信号は、例えばコネクタ部１８に設けられた中継回路２５に着
脱自在に接続される信号線を介して信号処理部２２に送られる。一方、マーカー用コイル
２６Ａ、２６Ｂは、信号線を介して信号処理部２２に着脱自在に接続される。
【００１５】
　図２は、３次元位置測定装置１２を用いて施術が行われるときの患者Ｐと磁場発生装置
２３の位置関係を示す模式図である。図２（ａ）は、患者Ｐの頭頂部側から見た図であり
、図２（ｂ）は、図２（ａ）の右側から見た図である。図２に示されるように、患者Ｐは
診療ベッド２７の上に横向きに横たわり、磁場発生装置２３は、患者Ｐの腹部に正対する
ように架台２８によって保持される。
　図３は、本実施形態のマーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂの患者Ｐへの取り付け状態を示
す図である。
【００１６】
　本実施形態のマーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂは、例えばベルト３０に取り付けられる
。ベルト３０は、患者Ｐの例えば下側臀部周りに、マーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂの各
々が患者Ｐの両体側に位置するように装着される。信号処理部２２は、例えばマーカー用
コイル２６Ａ、２６Ｂの座標間の中間位置、あるいはそこから所定方向に所定距離ずれた
位置を患者Ｐの肛門（描画基準位置）Ａと特定し、挿入部１６の３次元画像の作成に当た
っては、挿入部１６のうち肛門Ａよりも先端側に位置する部分、すなわち患者Ｐの体内に
ある挿入部１６のみをモニタ２４に表示する（図４参照）。
【００１７】
　また、ベルト３０は、非磁性体により構成されるのが好ましい。これによりベルト３０
が磁場の影響を受けないためマーカー用コイルからの信号にノイズが混入することを防止
できる。さらに、ベルト３０の体に装着される側の面（内側面）にすべり止め加工を施し
てもよい。これによりベルト３０を装着した位置が、患者の体位変化によりずれることを
防止することができる。また、ベルト３０は伸縮性の材料により構成することができる。
例えば、ゴムなどにより構成することができる。これにより患者への装着または取り外し
を容易に行うことができる。
【００１８】
　また、本実施形態では、マーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂの位置から、患者Ｐの体の傾
きを検出し、検出された傾きに合わせてモニタ２４に表示される挿入部１６の３次元画像
の描画方向を補正する。すなわち、挿入部１６の３次元画像は、患者Ｐと磁場発生装置２
３が図２に示されるように磁場発生装置２３が患者Ｐの腹部に正対するときに施術者にと
って見やすい配置となるが、図２（ａ）の状態から患者Ｐの姿勢が左右に傾くと、モニタ
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２４に描画される挿入部１６の３次元画像が傾き、その形状が把握し難くなる。そのため
、本実施形態では、マーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂの位置から患者Ｐの体の傾きを算出
し、これに基づき挿入部１６の３次元画像の向きを補正し、図２（ａ）の状態に合わせる
。
【００１９】
　図６は、挿入部１６の３次元画像の向きの補正処理の一例を説明するための図である。
図６（ａ）に示されるような観察状態（右側臥位）では、磁場発生装置２３は、ベッド２
７に対して水平に設置される。このとき、各コイルの位置情報（空間座標値）は、磁場発
生装置２３を基準に算出される。また、コイル２６Ａとコイル２６Ｂとによって検出され
た位置を直線で結んだ線分が患者Ｐの傾きとなる。この観察状態（右側臥位）では、腰の
位置（コイル２６Ａとコイル２６Ｂとを結んだ線分）はベッド２７に対して垂直となる。
本実施形態では、コイル２６Ａとコイル２６Ｂとを直線で結んだ線分をモニタ２４に表示
する際、図６（ｂ）に示されるように、常に固定位置で表示させる。
【００２０】
　しかし、患者Ｐが仰向けになった場合、図６（ｃ）に示されるように、腰の位置のコイ
ル２６Ａとコイル２６Ｂとを結んだ線分は、ベッド２７に対して水平となる。このとき、
コイル２６Ａとコイル２６Ｂとを結んだ線分は、図６（ｄ）のような線分となる。これを
そのままモニタ２４に表示したとしても、挿入部１６の形状を把握することが難しい。
【００２１】
　そこで、本実施形態では、図６（ｄ）を図６（ｅ）のように補正してモニタ２４に表示
することにより、挿入部１６の形状を正確に把握することができるようにしている。これ
を実現するために、信号処理部２２は、例えば、図６（ｃ）で示される患者Ｐの姿勢にお
けるコイル２６Ａとコイル２６Ｂの空間座標値（位置情報）からそれらを結んだ線分が、
基準位置（例えば、図６（ａ）で示される姿勢位置）からどれ位傾いているか算出する。
例えば、空間的な回転角度として、基準位置のオイラー角を（０，０，０）とすると、基
準位置から回転した患者Ｐのオイラー角（α，β，γ）が求められる。そして、信号処理
部２２は、図６（ｃ）の姿勢で取得した各コイル２０、コイル２６Ａおよびコイル２６Ｂ
の座標で表される挿入部１６の形状（例えば、図６（ｄ）で示される形状）を、算出した
オイラー角に基づいて回転させ、患者Ｐが基準位置の姿勢（図６（ａ））であった場合の
、挿入部１６の形状に補正する。以上のように、モニタ２４に表示される挿入部１６の形
状を補正することにより、患者Ｐが回転して基準位置とは異なる姿勢になったとしても、
常に患者Ｐに対し一定方向から見ているように挿入部１６の形状をモニタ表示することが
でき、施術者は容易に挿入部１６の形状および挿入状態を把握することができるようにな
る。
【００２２】
　なお、マーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂを患者Ｐの体に固定する装着具は、ベルト３０
に限定されるものではなく、例えば図５のように、伸縮性のある腹巻型あるいは臀部コル
セット型の装着具３２を用いてもよく、このとき装着具３２の下辺付近にマーカー用コイ
ル２６Ａ、２６Ｂが配置される。本実施形態では、マーカー用コイル２６Ａおよび２６Ｂ
を２つだけ用いているので、挿入部１６の形状補正のための演算を簡素化することができ
、また、物理的にマーカー用コイルの個数を少なくすることによるコストメリットを得る
ことができる。
【００２３】
　なお、マーカー用コイル２６Ａ、２６Ｂの患者Ｐへの取付位置は、上記に限定されず、
肛門以外の位置に取り付けることができる。具体的には、肛門以外の位置とは、肛門近傍
以外の位置を示す。言い換えると、肛門以外の位置とは、肛門から所定距離以上離れた位
置を示し、手技中に安定してマーカー用コイルが装着される位置のことである。また、肛
門近傍にマーカー用コイルが配置されることがなければ、マーカー用コイルの数は必ずし
も２つでなくともよく、３つ以上であってもよい。
　以上のように、本実施形態によれば、２つのコイルを患者の体の所定位置に取り付ける
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ことで、患者の肛門の位置および体の向きを簡便に特定できる。
【００２４】
　本実施形態では電子内視鏡を例に説明を行なったが、本開示はイメージガイドファイバ
などを用いた内視鏡にも適用できる。また本実施形態では電子スコープの挿入部に沿って
複数の第１コイルを配置したが、例えばプローブ状の器具に複数の第１コイルを設け、同
器具を鉗子口から装着する構成としてもよい。その場合、挿入部に設けられる第１コイル
は、コネクタ部を介することなく信号処理部に直接接続され、３次元位置測定装置を内視
鏡から独立した構成とすることができる。また、本実施形態では、患者の体外に配置され
る外部装置の第２コイルで磁場を発生し、患者の体内に配置される第１コイルで同磁場を
検出したが、第１コイルで磁場を発生し、第２コイルで磁場を検出する構成としてもよい
。
【００２５】
　また、本実施形態では内視鏡画像と挿入部の３次元画像を別個のモニタに表示している
が、内視鏡画像と挿入部の３次元画像を一つのモニタに同時に表示してもよい。例えば、
信号処理部２２とプロセッサ装置１４を接続し、信号処理部２２で生成した挿入部の３次
元画像の画像信号をプロセッサ装置１４に送信して、プロセッサ装置１４内での信号処理
に基づきモニタ装置１５に内視鏡画像と挿入部の３次元画像を並列に表示させてもよい。
【符号の説明】
【００２６】
　１０　内視鏡形状把握システム
　１１　電子内視鏡装置
　１２　３次元位置測定装置
　１３　電子スコープ本体
　１６　挿入部
　１９　撮像素子
　２０　第１コイル
　２２　信号処理部
　２３　磁場発生装置（外部装置）
　２４　モニタ
　２６Ａ、２６Ｂ　マーカー用コイル
　３０　ベルト
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